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中野区男女共同参画基本計画改定の考え方について 

 

１ 改定の目的 

区では、仕事や育児・介護、地域生活の様々な場面で、男女が対等な立場で

参画し、その個性と能力を発揮することが出来る男女共同参画社会を築くため、

中野区男女共同参画基本計画（以下「基本計画」という。）に基づき取組を進

めてきたところである。 

前回の基本計画策定から５年が経過したことによる社会情勢の変化や、直近

の国等の動向を踏まえたうえで、より効果的な施策を実施するために、基本計

画（第４次）を策定する。 
 
２ 改定の考え方 

（１）「課題解決型」から「将来像実現型」に体系変更 
現行計画は、基本理念の下に課題、施策等を設定する「課題解決型」の体

系としていたが、基本計画（第４次）においては、基本理念の下に目指すべ

き３つの将来像を明確にし、施策の方向性等を設定する。 

将来像の設定により、区として将来像の実現に向けた総合的かつ実効性の

ある施策に取り組む姿勢を明らかにするとともに、社会情勢の変化等により

新たに顕在化した課題にも柔軟に対応できる計画とする。 

 

（２）「女性活躍推進」及び「働き方改革」の視点を強調 
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進

法」という。）の施行（平成２８年）及び「働き方改革実行計画」の策定（平

成２９年）等、国等の直近の動向を踏まえ、「女性活躍推進」及び「働き方

改革」の視点を強調する。 
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（３）ＰＤＣＡサイクルに基づく現行計画からの改善 
現行計画において目標と実績に乖離のある項目については、ＰＤＣＡサイ

クルに基づく評価改善により、基本計画（第４次）において充実を図る。 

 

  ■基本計画（第４次）において充実を図る主な項目 

○職場における男女共同参画の推進 

○地域社会や学校等における男女共同参画の推進 

○男女共同参画の普及啓発 

○配偶者等からの暴力(ＤＶ)、デートＤＶの根絶 

 

３ 計画の期間 

平成２９年度（２０１７年度）から平成３８年度（２０２６年度）までの 

１０年間 

 
４ 計画の体系 

基本計画（第４次）では、基本理念の下に３つの将来像を設定し、その将来

像を達成するために、施策の方向性に関連する取組を実施していく。 

※体系図は、別添資料のとおり 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

平成２９年 ９月  計画素案決定 
     １０月  区民・団体意見交換会の実施 
     １１月  計画案決定 
     １２月  パブリック・コメント手続 

 平成３０年 １月  計画の決定 
 

2 



基本理念 将来像 施策の方向性

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ
ランス）の普及・啓発と働き方改革

職場における男女共同参画の推進

あらゆる分野における女性活躍推進

地域社会や学校等における男女共同参画
の推進

女性の経済的自立への生活支援

男女共同参画の普及啓発

配偶者等からの暴力（ＤＶ）、デートＤ
Ｖの根絶

女性に対する犯罪の根絶と安全・安心な
暮らしの実現

人権、多様性の尊重と心と体の健康支援

中野区男女共同参画基本計画(第４次)　体系図(案)
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【仕事と生活】
～自分らしい生き方と働き方
～

性別に関わりなく、誰もが家
庭や職場等において自らの意
思で個性や能力を発揮するこ
とで、自分らしいライフスタ
イルを選択し暮らしている。

【地域社会のあり方】
～男女がともに参画する地域
社会～

男女共同参画に関する理解が
進んだ「全員参加型社会」に
おいて、誰もが地域社会のあ
らゆる分野に参画し暮らして
いる。

【安全・安心な暮らし】
～人権が守られる安全・安心
な暮らし～

誰もが互いの人権を尊重し、
あらゆる暴力や差別を受ける
ことなく、心身ともに健康で
安全・安心に暮らしている。

別添 
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